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地方独立行政法人大阪市博物館機構  

アルバイト職員【科学館・プラネタリウム】募集要項 

 

令和４年５月 20日 

地方独立行政法人大阪市博物館機構 

 

 

 地方独立行政法人大阪市博物館機構（以下「機構」という。）は、この度、大阪市立科

学館において主にプラネタリウムの投影を担当し、天文普及活動にかかる学芸業務を補助す

るアルバイト職員を募集します。 

 

 

１ 採用予定者数・応募資格・契約期間等 

採用予定者数 若干名 

契約期間 
令和４年６月 21日から令和５年３月 31日まで。 

※試用期間あり（2カ月） 

応募資格 

・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行

を受けることがなくなるまでの者に該当しないこと。 

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成

立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団

体を結成し、又はこれに加入した者に該当しないこと。 

求める知識経験等 

次のいずれかに該当する方、または同等の能力があると認められ

る方 

・大学又は大学院において、理工系学部・学科若しくは教育学部

等の理科系学科を専攻した方、または在籍中の方 

・プラネタリウム投影や博物館業務に２年以上従事した経験の

ある方（雇用形態は問いません） 

 

２ 従事する職務内容及び勤務先 

職務内容 勤務先 

右記の勤務先における下記の職務 

 ・プラネタリウム投影業務 

 ・天文教育普及事業の補助 

 ・その他、学芸活動業務の補助 

・大阪市立科学館 

（大阪市北区中之島 4-2-1） 

 

３ 勤務条件 

勤務時間 
開館時間（午前９時 30分～午後５時 00分）中の３時間半 

※開館時間の変更により変更する場合があります。 

勤務日数 週２～３日程度（勤務シフトは応相談） 

休  暇 年次有給休暇５日 

賃 金 等 賃金日額 5,250円、賞与なし、退職金なし、昇給なし 

通勤手当 実費相当額（上限日額 1,000円） 

その他の手当 超過勤務手当（労働基準法に基づき支給） 
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社会保険等 適用あり（法令の定めるところによる） 

受動喫煙防止措置の

状況 
敷地内禁煙 

 

４ 申込方法等 

(1) 採用エントリーメールの送付 

今回の募集に応募される場合は、以下のメールアドレスに必要事項を入力し、エン

トリーメールを送付してください。 

【エントリーメール送付先】 kagaku-soumu@sci-museum.jp 

【件名】 試験区分：アルバイト職員【科学館・プラネタリウム】 

【本文】 住所、氏名 

なお、選考の詳細は、エントリーメールをお送りいただいたメールアドレスに返信し

ますので、当館ドメイン sci-museum.jp からのメールを受信できるアドレスから送信

してください。 

 (2) 提出書類  

 当機構アルバイト職員採用申込書（様式第 1） １通 

※指定様式については、当館のホームページからダウンロードしてください。 

 (3) 提出期限 

     令和４年６月３ 日（金）午前 10時までに提出先へ必着のこと。 

※持参不可。当日消印有効ではありません。 

 

５ 提出先及び提出方法 

 (1) 提出先 

   〒530-0005 

大阪市北区中之島四丁目２番１号 

大阪市立科学館総務企画課（職員採用担当） 

 (2) 提出方法 

   提出書類を封筒に入れ、封筒表面左下に「アルバイト職員（科学館・プラネタリ

ウム）採用申込書在中」と朱書きし、書留で郵送してください。 

※郵便の事故については責任を負いません。 

※郵便料金が不足している場合、提出書類は受け取りません。 

 

６ 選考試験 

(1) 筆記試験（天文学及び天文教育普及活動にかかる設問） 

(2) 口述試験（個別面接） 

試験日：令和４年６月 11日（土）（午前および午後を予定） 

試験の時刻・場所は募集締め切り後に応募者にメールで通知します。 

当日は、本人確認のできる写真付きの書類（運転免許証や学生証など）を持参して

ください。 

 

 

７ 合格発表 

 (1) 発表日      令和４年６月 15日（水）（予定） 
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  (2) 発表方法 

      受験者全員にメールで通知します。 

   ※令和４年６月 16日（木）午前中までに結果が届かない場合には、「９ 問い合

わせ先」にお問い合わせください。 

※電話、メール等での合否のお問い合わせにはお答えできません。 

 

８ その他 

(1) 提出いただいた書類等は返却いたしません。当機構で責任をもって廃棄します。ただ

し、採用された方のものについては、採用後の人事管理に使用します。 

(2) 提出された書類に虚偽の記載があると認められた場合、その他不正行為が判明した

場合には採用を取り消すことがあります。 

(3) 採用後に虚偽の事実やその他不正行為が判明した場合は、当機構の規程により懲戒

処分となることがあります。 

(4) 日本国籍を有しない方で、採用時に当該業務に従事可能な在留資格がない場合には

採用されません。 

(5) 採用予定日において心身の故障のため職務の遂行に支障をきたすこと、またはこれ

に堪えられない（継続的労務の提供ができない場合を含む）と認められるときには採用

の内定を取り消す場合があります。 

(6) 辞退等の理由により採用内定者を採用できない場合は、第２次選考受験者の内成績

上位者を採用する場合があります。 

 

９ 問い合わせ先 

大阪市立科学館総務企画課（職員採用担当） 

 電話（06）6444-5656 

〒530-0005 大阪市北区中之島四丁目２番１号 

※電話でのお問い合わせは、火曜日から土曜日の午前９時から午後５時まで受付 

 

 

 


